
１ 年 単 位 変 形 労 働 時 間 制

Ⅰ 年 間 総 労 働 時 間 の 限 度 時 間

暦 日 限 度 時 間

３ ６ ５ ２ ， ０ ８ ５ 時 間 ４ ２ 分

３ ６ ６ ２ ， ０ ９ １ 時 間 ２ ５ 分

Ⅱ 年 間 最 低 必 要 休 日 々 数 （ 毎 日 の 労 働 時 間 が 同 じ と し た 場 合 ）

１ 日 労 働 時 間 ３ ６ ５ 日 の 場 ３ ６ ６ 日 の 場 合

８ ： ０ ０ １ ０ ５ １ ０ ５

７ ： ５ ５ １ ０ ２ １ ０ ２

７ ： ５ ０ ９ ９ １ ０ ０

７ ： ４ ５ ９ ６ ９ ７

７ ： ４ ０ ９ ３ ９ ４

７ ： ３ ５ ９ ０ ９ １

７ ： ３ ０ ８ ７ ８ ８

７ ： ２ ５ 以 下 ８ ５ ８ ６

Ⅲ 週 平 均 労 働 時 間 を 算 出 す る 計 算 式

対 象 期 間 の 総 労 働 時 間
１ 週 平 均 労 働 時 間 ＝ × ７

対 象 期 間 の 暦 日 数



（ 裏 面 ）

１ 年 単 位 変 形 労 働 時 間 制

Ⅳ 労 使 協 定 に お い て 次 の 事 柄 を 定 め 、 監 督 署 に 届 け 出 る 。

① 対 象 と な る 労 働 者 の 範 囲

② 対 象 期 間

③ 特 定 期 間

④ 対 象 期 間 に お け る 労 働 日

⑤ 当 該 労 働 日 ご と の 労 働 時 間

⑥ 協 定 有 効 期 間

Ⅴ こ の 場 合 限 度 時 間 等 の 制 限 は 、 ど う な っ て い る か 。

① 対 象 期 間 の 中 途 で 入 社 の 者 、 お よ び 退 職 予 定 の 者 に も 適 用 す る 。 こ れ ら の

者 に つ い て は 、 所 定 労 働 時 間 内 と い え ど も 実 勤 務 期 間 を 平 均 し 、 週 ４ ０ 時 間

を 超 し た 時 間 に つ い て は 、 割 増 賃 金 を 支 給 す る 。

② １ 年 間 の 労 働 日 数 の 限 度 は 、 ２ ８ ０ 日

③ 対 象 期 間 平 均 で 、 週 ４ ０ 時 間 以 内 。

④ 対 象 期 間 に お け る 労 働 時 間 の 限 度 時 間 は 、 １ 日 に つ い て は 1 0時 間 、 １ 週 間

に つ い て は 5 2時 間 。 た だ し 、 変 形 期 間 が ３ ヶ 月 を 越 え る 場 合 は 、 週 4 8時 間 を

超 え る 所 定 労 働 時 間 の 設 定 は 、 連 続 ３ 週 以 内 、 か つ 、 起 算 日 か ら ３ ヶ 月 ご と

に 区 切 っ た 各 期 間 内 に 、 ４ ８ 時 間 を 超 え る 所 定 労 働 時 間 を 設 定 し た 週 の 初 日

の 数 は ３ 以 内 、 連 続 し て 労 働 さ せ る こ と の で き る 日 数 は ６ 日 。 た だ し 、 対 象 期

間 中 特 に 業 務 が 繁 忙 な 時 期 を 特 定 期 間 と し て 設 定 し た 場 合 は 、 そ の 期 間 に

つ い て は １ 週 に １ 日 の 休 日 が 確 保 で き る 日 数 。

⑤ 年 少 者 （ 満 １ ８ 才 未 満 ） に つ い て は 、 原 則 変 形 労 働 時 間 制 は 禁 止 。 但 し 、 １

５ 才 以 上 の 者 に は 、 １ 週 間 に つ い て ４ ８ 時 間 、 １ 日 に つ い て ８ 時 間 を 超 え な い

範 囲 で あ れ ば 変 形 制 に よ っ て 労 働 さ せ る こ と が 可 能 。


